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〔
最
高
裁
民
訴
事
例

平
十
二
4
　
（
裁
判
集
民
事
一
九
八
号
四
五
七
頁
、
判
時
一
七
二
三
号
四

九
頁
）

上
告
状
及
び
上
告
理
由
書
提
出
期
間
内
に
提
出
さ
れ
た
書
面
の
い
ず

れ
に
も
民
訴
法
三
＝
【
条
一
項
、
二
項
に
規
定
す
る
事
由
の
記
載
が

な
い
場
合
に
原
裁
判
所
の
執
る
べ
き
措
置

（
最
高
裁
第
二
小
法
廷
平
成
十
二
年
七
月
十
四
日
決
定
・
平
十
二
（
オ
）

五
四
七
号
）

【
事
件
の
概
要
】

　
本
件
は
、
X
の
生
活
保
護
法
に
基
づ
く
保
護
開
始
申
請
に
対
し
て
A

福
祉
事
務
所
長
が
し
た
保
護
開
始
決
定
が
違
法
で
あ
る
な
ど
と
し
て
、

X
が
Y
に
対
し
国
家
賠
償
法
一
条
一
項
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
求
め
た

事
案
で
あ
る
。
一
審
及
び
原
審
と
も
に
X
の
請
求
を
棄
却
す
べ
き
も
の

と
し
た
た
め
、
X
が
上
告
し
た
が
、
上
告
状
及
び
X
が
上
告
理
由
書
提

出
期
間
内
に
提
出
し
た
「
上
告
理
由
書
」
と
題
す
る
書
面
に
は
法
令
違

反
の
主
張
し
か
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
形
式
的
に
も
民
訴
法
三
一
二
条

一
項
、
二
項
に
規
定
す
る
事
由
の
記
載
を
欠
く
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ

研
究
三
六
九
〕

ろ
が
、
原
審
は
、
上
告
理
由
書
提
出
期
間
の
経
過
後
の
平
成
十
二
年
三

月
十
四
日
付
け
で
、
X
に
対
し
、
民
訴
規
則
一
九
六
条
一
項
に
基
づ
く

補
正
命
令
を
発
し
た
。
X
は
、
右
命
令
に
よ
り
定
め
た
期
間
（
命
令
到

達
の
日
か
ら
十
日
以
内
、
三
月
十
六
日
到
達
な
の
で
三
月
二
六
日
ま

で
）
に
一
日
遅
れ
て
三
月
二
七
日
に
「
上
告
理
由
補
正
書
」
と
題
す
る

書
面
を
提
出
し
、
右
書
面
に
お
い
て
「
上
告
理
由
書
」
に
記
載
し
た
主

張
を
憲
法
違
反
及
び
理
由
の
不
備
・
食
違
い
の
主
張
に
構
成
し
直
し
た
。

原
審
は
事
件
を
最
高
裁
判
所
に
送
付
し
て
き
た
。

上
告
却
下
。

【
決
定
要
旨
】

　
上
告
状
及
び
民
訴
規
則
一
九
四
条
所
定
の
上
告
理
由
書
提
出
期
問
内

に
上
告
人
か
ら
提
出
さ
れ
た
書
面
の
い
ず
れ
に
も
民
訴
法
三
二
一
条
一

項
、
二
項
に
規
定
す
る
事
由
の
記
載
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
不
備
を
補

正
す
る
余
地
は
な
い
か
ら
、
原
裁
判
所
は
、
民
訴
規
則
一
九
六
条
一
項

所
定
の
補
正
命
令
を
発
す
べ
き
で
は
な
く
、
直
ち
に
決
定
で
上
告
を
却

下
す
べ
き
で
あ
り
、
原
裁
判
所
が
右
命
令
を
発
し
上
告
人
が
右
命
令
に

よ
り
定
め
た
期
間
内
に
右
事
由
を
記
載
し
た
書
面
を
提
出
し
た
と
し
て

も
、
こ
れ
に
よ
っ
て
上
告
が
適
法
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。
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【
評
　
釈
】

　
判
旨
の
結
論
に
は
賛
成
す
る
が
、

理
由
に
は
賛
成
し
な
い
。

一
　
本
決
定
の
意
義

　
本
件
は
、
上
告
状
及
び
上
告
理
由
書
提
出
期
間
内
に
提
出
さ
れ
た

書
面
の
い
ず
れ
に
も
民
訴
法
三
二
一
条
一
項
、
二
項
に
規
定
す
る
事

由
の
記
載
が
な
い
場
合
に
原
裁
判
所
の
執
る
べ
き
措
置
に
つ
い
て
述

べ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
実
務
の
取
扱
が
必
ず
し
も
固
ま
っ
て

い
る
と
は
い
え
な
い
状
況
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
の
点
に
つ
い
て
最
高

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

裁
判
所
の
立
場
を
明
確
に
示
し
た
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
　
上
告
の
理
由
の
主
張
及
び
そ
の
方
式
に
つ
い
て

　
上
告
の
適
法
要
件
は
、
上
告
理
由
の
あ
る
こ
と
、
上
告
の
利
益
の

あ
る
こ
と
、
上
告
期
間
の
遵
守
（
上
告
理
由
書
を
あ
と
で
提
出
す
る

場
合
に
は
そ
の
期
間
の
遵
守
も
）
、
上
告
の
理
由
の
主
張
、
適
式
で

あ
る
こ
と
、
で
あ
る
。

　
上
告
提
起
が
適
法
に
な
さ
れ
る
た
め
に
は
、
上
告
の
理
由
の
主
張

が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
主
張
は
民
事
訴
訟
規
則
で
定
め

る
方
式
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
上
告
理
由
は
、
最
高
裁
判
所

に
対
す
る
も
の
と
し
て
は
憲
法
違
反
（
コ
ニ
ニ
ー
）
及
び
絶
対
的
上
告

理
由
（
同
H
）
の
み
で
あ
る
。
要
求
さ
れ
る
方
式
は
、
上
告
理
由
が
三

二
一
条
一
項
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
民
規
一
九
〇
条
一
項
、

三
一
二
条
二
項
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
民
規
一
九
〇
条
二
項

に
よ
る
。
両
者
と
も
、
判
決
が
最
高
裁
判
所
の
判
例
と
相
反
す
る
判

断
を
し
た
こ
と
を
主
張
す
る
と
き
は
、
そ
の
判
例
を
具
体
的
に
示
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
規
一
九
二
）
。
上
告
の
理
由
は
具
体
的
に
記
載

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
規
一
九
三
）
。
記
載
方
式
に
つ
い
て
は
、
単

に
条
文
の
掲
記
ま
た
は
抽
象
的
文
言
の
記
載
を
以
て
は
足
り
ず
、
原

判
決
の
如
何
な
る
点
が
、
ど
う
い
う
理
由
に
よ
っ
て
、
ど
の
上
告
理

由
に
該
当
す
る
の
か
、
そ
の
具
体
的
根
拠
を
条
項
と
併
記
し
て
明
示

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　
本
件
で
は
、
最
初
に
提
出
さ
れ
た
「
上
告
理
由
書
」
な
る
書
面
に

は
法
令
違
反
の
主
張
し
か
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
形
式
的
に
も
三
一

二
条
一
項
、
二
項
に
規
定
す
る
事
由
の
記
載
を
欠
い
て
い
た
。
原
判

決
に
影
響
を
及
ぽ
す
こ
と
が
明
ら
か
な
法
令
違
反
は
破
棄
理
由
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

な
り
得
る
（
三
二
五
H
）
が
上
告
理
由
に
は
な
ら
な
い
の
で
、
法
令
違

反
の
主
張
を
な
し
た
場
合
に
は
上
告
は
不
適
法
と
な
り
却
下
さ
れ
る

　
　
　
（
4
）

こ
と
に
な
る
。
本
件
で
は
法
令
違
反
の
主
張
し
か
記
載
さ
れ
て
い
な

い
の
で
、
上
告
は
不
適
法
で
あ
る
か
ら
、
不
備
を
補
正
で
き
な
い
場

合
に
は
原
裁
判
所
に
お
い
て
却
下
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
る
（
三
一

六
1
①
）
。

　
従
っ
て
、
不
備
の
補
正
の
可
能
性
が
問
題
と
な
る
。
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三
　
補
正
の
可
能
性
に
つ
い
て

　
①
　
補
正
命
令
の
要
否

　
上
告
状
ま
た
は
上
告
理
由
書
に
お
け
る
上
告
の
全
て
の
理
由
の
記

載
が
方
式
要
件
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
と
き
は
、
原

裁
判
所
は
決
定
を
も
っ
て
相
当
の
期
間
を
定
め
て
不
備
の
補
正
を
命

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
規
一
九
六
1
）
。
期
間
内
に
補
正
が
な
け
れ

ば
上
告
却
下
の
決
定
（
三
一
六
1
②
）
を
す
る
（
規
一
九
六
H
）
。

　
適
式
な
上
告
理
由
の
記
載
が
な
い
場
合
に
は
常
に
却
下
に
先
だ
っ

て
補
正
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ

け
、
上
告
理
由
と
し
て
単
に
原
判
決
に
は
憲
法
違
反
、
法
令
違
反
な

ど
の
違
法
が
あ
る
と
い
う
だ
け
の
記
載
し
か
な
い
場
合
の
補
正
命
令

の
要
否
を
巡
っ
て
問
題
が
生
じ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
実
務
の
取

扱
は
必
ず
し
も
一
定
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
学
説
も
、
①

こ
の
よ
う
な
記
載
で
は
一
定
の
趣
旨
の
上
告
理
由
の
記
載
が
あ
る
と

は
い
え
な
い
か
ら
、
上
告
理
由
書
自
体
の
不
提
出
と
し
て
、
補
正
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

命
じ
な
い
で
却
下
し
て
よ
い
と
す
る
見
解
と
、
②
事
案
の
内
容
に
照

ら
し
て
補
正
が
可
能
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
は
補
正
を
命
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

る
の
が
適
当
と
す
る
見
解
が
存
在
し
て
い
た
。
但
し
、
①
説
は
そ
の

後
立
場
を
変
更
し
て
、
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
は
記
載
が
不
適
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

な
場
合
と
し
て
補
正
を
命
ず
べ
き
で
あ
る
と
す
る
に
至
っ
て
い
る
の

で
、
②
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
こ
れ
ま
で
の
判
例
に
は
こ
の
点
に
つ
い
て
正
面
か
ら
述
べ
た
も
の

は
な
か
っ
た
が
、
適
式
な
上
告
理
由
の
記
載
が
な
い
場
合
に
、
原
裁

判
所
が
補
正
を
命
ず
る
こ
と
な
く
上
告
裁
判
所
に
事
件
を
送
付
し
た

場
合
に
は
改
め
て
補
正
を
命
じ
る
こ
と
な
く
直
ち
に
上
告
を
却
下
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
も
の
は
あ
っ
た
。
こ
の
事
件
で
は
、
上
告

人
（
本
人
訴
訟
）
の
主
張
す
る
上
告
の
理
由
は
専
ら
事
実
認
定
に
対
す

る
攻
撃
に
終
止
し
て
お
り
、
適
式
な
上
告
理
由
の
記
載
が
な
か
っ
た

も
の
で
あ
る
。
当
該
判
例
は
「
適
法
な
上
告
理
由
を
当
裁
判
所
規
則

の
定
め
る
方
式
に
よ
り
記
載
し
て
い
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ

れ
は
適
式
で
な
い
と
い
う
よ
り
そ
も
そ
も
適
法
な
上
告
理
由
が
主
張

さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
で
「
（
上
告
の
不
適
法
性
が
）
明
ナ
ル
場

合
」
（
旧
民
訴
法
三
九
九
1
・
現
＝
二
六
1
に
相
当
）
に
該
当
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

と
を
示
し
た
判
例
と
い
う
評
価
も
可
能
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
理
解

す
る
な
ら
ば
、
当
該
判
例
は
①
の
立
場
を
採
っ
て
い
た
と
考
え
る
こ

と
も
で
き
よ
う
。
今
回
、
本
決
定
は
、
適
法
な
上
告
理
由
の
記
載
が

な
い
場
合
に
は
「
上
告
が
不
適
法
で
そ
の
不
備
を
補
正
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
き
」
（
三
一
六
1
①
）
に
該
当
す
る
と
し
て
直
ち
に
原
裁

判
所
に
お
い
て
決
定
で
上
告
を
却
下
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
明
確
に
①
の
立
場
を
採
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
問
題
の
背
後
に
は
、
な
る
べ
く
上
告
審
の
判
断
を
受
け
る
機

会
を
与
え
よ
う
と
す
る
考
え
方
と
、
原
裁
判
所
に
厳
格
な
ス
ク
リ
ー
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ニ
ン
グ
を
期
待
す
る
考
え
方
の
対
立
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
従
来
、

原
裁
判
所
は
前
者
の
よ
う
な
考
え
方
を
と
り
が
ち
で
あ
っ
た
よ
う

（
1
0
）

だ
が
、
最
高
裁
判
所
の
民
事
事
件
の
負
担
が
重
す
ぎ
て
、
憲
法
判
断

と
法
令
解
釈
の
統
一
と
い
う
、
本
来
最
も
重
要
な
職
責
を
充
分
に
果

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

た
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
た
。
本
決
定
が

①
の
立
場
を
採
っ
た
の
も
そ
れ
故
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
新
法
に
よ

り
権
利
上
告
理
由
の
制
限
と
決
定
で
の
上
告
却
下
が
定
め
ら
れ
た
こ

と
な
ど
に
よ
り
、
最
高
裁
判
所
の
負
担
は
や
や
軽
減
さ
れ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
当
事
者
に
上
告
審
の
判
断
を
受
け
る
機

会
を
な
る
べ
く
与
え
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
、
ま
ず
は
補
正
を
命
ず

る
べ
き
と
す
る
②
の
立
場
の
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

　
⑭
　
上
告
受
理
申
立
へ
の
転
換
の
可
能
性

　
但
し
、
上
告
理
由
書
提
出
期
間
経
過
後
、
補
正
期
間
内
に
提
出
さ

れ
る
補
正
理
由
書
に
は
、
そ
の
前
に
提
出
さ
れ
た
上
告
理
由
書
に
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

く
記
載
さ
れ
て
い
な
い
新
た
な
主
張
は
許
さ
れ
な
い
。
補
正
の
名
の

下
に
新
た
な
上
告
理
由
の
追
加
を
許
せ
ば
、
上
告
理
由
書
提
出
期
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

の
定
め
を
無
意
義
に
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本

件
の
よ
う
に
、
上
告
理
由
書
に
お
い
て
、
新
法
の
下
で
は
せ
い
ぜ
い

上
告
受
理
の
理
由
に
し
か
な
り
得
な
い
法
令
違
反
の
主
張
し
か
な
さ

れ
て
い
な
い
事
件
で
は
、
補
正
理
由
書
に
お
い
て
新
た
な
主
張
を
な

す
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
限
り
、
適
法
な
上
告
理
由
の
主
張
と
は
な
り

得
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
即
ち
、
新
法
で
は
、
上
告
理
由
は
、
最
高
裁
判
所
に
対
す
る
も
の

と
し
て
は
憲
法
違
反
（
一
一
二
二
1
）
及
び
絶
対
的
上
告
理
由
（
同
H
）
の

み
で
あ
る
。
原
判
決
に
判
例
違
反
等
の
法
令
の
解
釈
に
関
す
る
重
要

な
事
項
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
上
告
受
理
申
立
を
な
す
こ
と

が
で
き
る
（
コ
ニ
八
1
）
が
、
上
告
の
理
由
を
上
告
受
理
申
立
に
お
い

て
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
一
一
二
八
H
）
。
逆
に
上
告
受
理
の
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

由
を
上
告
提
起
に
お
い
て
主
張
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
上
告
提
起

と
上
告
受
理
申
立
を
一
通
の
書
面
で
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
そ
の

書
面
が
上
告
状
と
上
告
受
理
申
立
書
を
兼
ね
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
、
上
告
の
理
由
と
上
告
受
理
の
理
由
は
区
別
し
て
記
載

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
規
一
八
八
）
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本

件
で
は
、
最
初
に
提
出
さ
れ
た
「
上
告
理
由
書
」
な
る
書
面
に
は
法

令
違
反
の
主
張
し
か
記
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
明
ら
か

に
上
告
理
由
と
は
な
り
得
な
い
。

　
し
か
し
、
仮
に
こ
れ
が
「
原
判
決
に
判
例
違
反
等
の
法
令
の
解
釈

に
関
す
る
重
要
な
事
項
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
」
に
該
当
す
る
な
ら

ば
、
上
告
受
理
の
理
由
に
は
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
本
件
の
上

告
提
起
行
為
を
上
告
受
理
申
立
行
為
に
転
換
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
点
に
つ
き
、
両
者
の
取
り
違
え
が
あ
る
と
き
は
、
相
互
に
各
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（
1
5
）

行
為
の
転
換
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
が
あ
る
。
一
方
、

判
例
は
、
上
告
と
上
告
受
理
の
申
立
と
は
異
な
る
手
続
で
あ
る
こ
と

を
理
由
に
、
法
定
の
理
由
書
提
出
期
問
経
過
後
に
補
正
に
よ
り
転
換

を
認
め
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
し
て
い
る
。
即
ち
、
上
告
受
理
申

立
期
間
経
過
後
に
上
告
期
間
内
に
し
た
上
告
を
上
告
受
理
の
申
立
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

変
更
ま
た
は
訂
正
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
上
告
と
上
告
受
理
の
申
立
と
が
異
な
る
手
続
で
あ
る
こ

と
を
も
っ
て
転
換
を
認
め
な
い
と
す
る
の
は
、
非
常
に
形
式
的
な
扱

い
で
あ
っ
て
、
弁
護
士
代
理
の
場
合
は
と
も
か
く
、
本
人
訴
訟
の
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

合
に
は
酷
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
民
訴
法
の
改
正
に
当
た
り
、
上
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

審
に
お
け
る
弁
護
士
強
制
制
度
の
導
入
が
検
討
事
項
と
さ
れ
て
い
た

も
の
の
、
結
局
断
念
さ
れ
た
と
い
う
経
緯
も
あ
る
。
手
続
の
複
雑
化

の
結
果
、
当
事
者
が
不
利
益
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
は
避
け
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
治
癒
の

可
能
性
は
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
三
一
四
条
二
項
・
二
八
八
条
二

三
七
条
の
補
正
を
命
ず
る
か
、
あ
る
い
は
補
正
を
要
せ
ず
に
転
換
を

認
め
る
か
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
治
癒
の
可
能
性
を
認
め
る
べ
き
と
す

　
　
　
（
1
9
）

る
説
も
あ
る
が
、
補
正
を
要
し
な
い
と
す
る
と
、
両
者
の
区
別
が
ル

ー
ズ
に
な
っ
て
い
く
虞
も
あ
り
、
手
続
を
周
知
さ
せ
る
た
め
に
は
、

補
正
を
命
ず
る
方
が
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
従
っ
て
、
本
件
の
場
合
、
ま
ず
は
補
正
を
命
じ
、
そ
れ
に
応
じ
て

上
告
提
起
行
為
を
上
告
受
理
申
立
行
為
に
転
換
し
、
上
告
受
理
の
理

由
の
方
式
を
整
え
た
文
書
が
提
出
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
治
癒
を
認

め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
こ
の
点
で
、
補
正
命
令
を

発
す
る
こ
と
な
く
直
ち
に
却
下
す
べ
き
と
し
た
判
旨
の
理
由
づ
け
に

は
賛
成
で
き
な
い
。

　
と
は
い
え
、
実
際
に
は
、
本
件
で
は
、
補
正
命
令
に
応
じ
て
提
出

さ
れ
た
「
上
告
理
由
補
正
書
」
な
る
書
面
に
お
い
て
、
「
上
告
理
由

書
」
に
記
載
し
た
法
令
違
反
の
主
張
が
憲
法
違
反
及
び
理
由
の
不

備
・
食
違
い
の
主
張
に
構
成
し
直
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
変
更

は
も
は
や
期
間
経
過
後
の
新
た
な
主
張
に
他
な
ら
な
い
の
で
許
さ
れ

な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
、
次
に
述
べ
る
補
正
期
間
の

徒
過
の
問
題
を
ク
リ
ア
で
き
た
と
し
て
も
、
上
告
理
由
は
補
正
さ
れ

な
か
っ
た
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
、
原
裁
判
所
は
補
正
が
な
さ
れ

な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
上
告
を
却
下
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
こ

の
点
で
、
判
旨
の
理
由
づ
け
に
は
賛
成
で
き
な
い
が
、
結
論
自
体
は

妥
当
で
あ
る
。

四
　
期
間
の
徒
過
に
つ
い
て

　
本
件
で
は
、
「
上
告
理
由
補
正
書
」
な
る
書
面
の
提
出
が
あ
っ
た

の
は
補
正
期
間
経
過
後
だ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
期
間
内
に
補
正
が

な
か
っ
た
と
し
て
上
告
却
下
の
決
定
（
三
一
六
1
②
）
を
す
べ
き
だ
っ

た
は
ず
で
あ
る
（
規
一
九
六
H
）
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
原
裁
判
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所
は
最
高
裁
判
所
に
事
件
を
送
付
し
た
。
補
正
命
令
の
期
間
は
裁
定

期
間
で
あ
り
、
裁
定
期
間
も
不
変
期
間
以
外
の
法
定
期
間
の
場
合
と

同
様
に
伸
縮
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
る
（
九
六
－
本
文
、
規
三

八
）
。
但
し
、
期
間
経
過
後
の
期
間
の
伸
長
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か

は
問
題
で
あ
る
。

　
こ
の
点
に
つ
き
、
学
説
は
、
通
常
期
間
・
裁
定
期
間
経
過
後
の
期

間
の
伸
長
に
つ
い
て
、
（
a
）
期
間
の
伸
長
は
期
問
の
終
了
前
に
す
べ

き
で
あ
っ
て
期
問
終
了
後
は
既
に
一
定
の
法
律
状
態
が
生
じ
て
し
ま

っ
て
い
る
の
で
こ
れ
を
覆
す
こ
と
は
も
は
や
許
さ
れ
な
い
と
い
う

（
2
0
）

見
解
と
、
（
b
）
不
変
期
間
に
つ
い
て
追
完
を
許
す
旧
民
訴
法
一
五
九

条
（
現
行
九
七
条
）
と
の
権
衡
か
ら
考
え
て
期
間
の
満
了
後
で
も
伸
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
別
）

の
裁
判
が
許
さ
れ
る
と
す
る
見
解
と
が
あ
る
。

　
判
例
は
、
法
定
期
間
経
過
後
の
期
間
の
伸
長
を
認
め
た
も
の
と
し

て
、
東
高
決
昭
和
六
〇
年
二
月
二
一
日
・
判
時
二
四
七
号
一
〇
一

頁
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
上
告
理
由
書
提
出
期
間
経
過
後
に
上
告
人
が

提
出
し
た
「
上
告
状
と
あ
る
書
面
」
を
原
裁
判
所
が
上
告
理
由
書
と

認
め
十
四
日
以
内
に
補
正
を
命
ず
る
決
定
を
し
た
も
の
で
あ
る
。
即

ち
、
（
b
）
の
見
解
を
採
っ
た
上
で
期
間
の
伸
長
の
決
定
が
黙
示
で
も

足
り
る
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
本
件
の
原
審
も
こ
の
立
場
に
よ
っ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
判
例
と
し
て
正
面
か
ら
取
り
上
げ
た

も
の
で
は
な
い
が
、
最
小
一
判
昭
和
四
三
年
五
月
二
日
・
民
集
二
二

巻
五
号
二
一
〇
頁
は
、
上
告
理
由
書
提
出
期
間
経
過
後
に
、
原
判

決
の
事
実
認
定
の
基
礎
と
な
っ
た
証
人
が
偽
証
罪
で
起
訴
猶
予
と
な

っ
た
事
案
に
お
い
て
、
そ
の
旨
を
主
張
し
た
上
申
書
が
提
出
さ
れ
た

こ
と
を
も
っ
て
上
告
理
由
の
追
加
主
張
と
解
し
、
上
告
理
由
書
提
出

期
間
を
右
上
申
書
提
出
日
ま
で
伸
長
す
る
旨
を
決
定
し
、
適
法
な
上

告
理
由
と
し
て
取
り
上
げ
て
原
判
決
を
破
棄
し
て
い
る
。

　
他
方
で
、
法
定
期
間
を
徒
過
し
そ
の
翌
日
に
な
さ
れ
た
上
告
理
由

書
の
提
出
を
認
め
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
最
小
二
判
昭
和
三
七
年
八

月
三
日
・
裁
判
集
民
事
六
二
号
六
五
頁
が
あ
る
が
、
こ
の
判
例
は
特

に
こ
の
点
を
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
適
式
な
上
告
理

由
の
記
載
が
な
か
っ
た
点
を
重
視
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
と
も

と
期
間
の
伸
縮
は
裁
判
所
の
職
権
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る

か
ら
、
伸
長
の
必
要
を
特
に
認
め
な
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き

る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
特
に
法
定
期
間
満
了
後
の
期
間
の
伸

長
を
許
さ
な
い
と
い
う
立
場
を
採
っ
た
と
ま
で
は
言
え
ず
、
他
の
二

例
を
見
て
も
、
む
し
ろ
、
最
高
裁
は
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
限
り
期

問
の
伸
長
を
許
す
立
場
を
採
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
学
説
上
は
（
a
）
の
見
解
の
方
が
多
数
説
で
あ
り
、
（
b
）
の
見
解
に

対
し
て
、
不
変
期
問
の
場
合
の
追
完
は
裁
判
に
対
す
る
不
服
申
立
の

機
会
が
当
事
者
の
責
に
帰
す
べ
か
ら
ざ
る
事
由
に
よ
っ
て
失
わ
れ
る

の
を
避
け
る
た
め
に
厳
格
な
要
件
の
下
で
特
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
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っ
て
、
こ
れ
と
期
間
満
了
後
の
伸
長
と
を
同
じ
よ
う
に
考
え
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

は
で
き
な
い
と
批
判
す
る
。
当
事
者
の
責
に
帰
す
べ
か
ら
ざ
る
事
由

に
よ
り
期
間
を
遵
守
し
得
ず
、
し
か
も
当
該
期
問
の
性
質
上
、
そ
の

ま
ま
失
権
を
認
め
る
と
当
事
者
の
実
体
的
利
益
を
不
当
に
奪
う
結
果

と
な
る
場
合
に
は
、
む
し
ろ
追
完
の
規
定
を
類
推
適
用
す
べ
き
で
あ

る
と
す
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
期
間
の
伸
長
は
裁
判
機
関
の
裁
量
に

よ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ど
ち
ら
の
見
解
に
よ
っ
て
も
実
際
上
は
結
論

に
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
差
は
出
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
安
易
な
伸

長
を
許
さ
な
い
た
め
に
も
、
厳
格
な
要
件
の
下
に
追
完
の
規
定
を
類

推
す
る
（
a
）
の
見
解
の
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
ち
な
み
に
、
不
変
期
間
以
外
の
期
間
へ
の
追
完
の
規
定
の
類
推
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

つ
い
て
は
、
一
般
に
認
め
な
い
立
場
を
採
る
説
と
、
当
事
者
双
方
の

不
出
頭
に
よ
る
訴
え
の
取
下
げ
の
擬
制
の
期
間
（
旧
二
三
八
、
現
行

　
　
　
　
　
（
2
4
）

二
六
三
）
の
場
合
と
上
告
理
由
書
・
再
抗
告
理
由
書
提
出
期
問
の

（
2
5
）

場
合
に
つ
い
て
は
類
推
を
認
め
る
説
と
が
対
立
し
て
い
る
が
、
否
定

説
は
、
一
般
に
決
し
て
長
い
と
は
い
え
な
い
期
間
と
し
て
定
め
ら
れ

て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
徒
過
す
る
と
裁
判
の
取
消
可
能
性
の
消

滅
と
い
う
重
大
な
結
果
に
至
る
不
変
期
間
と
比
較
し
て
、
他
の
期
間

の
場
合
は
、
失
権
的
効
果
ま
た
は
終
局
的
不
利
益
を
当
然
に
生
じ
る

わ
け
で
は
な
か
っ
た
り
そ
の
後
の
手
続
で
救
済
を
受
け
る
こ
と
が
可

能
で
あ
る
故
に
追
完
を
認
め
る
必
要
が
な
い
と
考
え
る
も
の
で
あ
る

か
ら
、
上
告
理
由
書
提
出
期
間
の
よ
う
に
、
そ
の
徒
過
に
よ
っ
て
重

大
か
つ
終
局
的
な
不
利
益
を
生
ず
る
場
合
に
は
、
類
推
を
認
め
て
も

　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

よ
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
本
決
定
は
こ
の
点
に
は
特
に
触
れ
て
い
な
い
の
で
具
体
的
な
事
情

は
不
明
だ
が
、
当
事
者
の
責
に
帰
す
べ
か
ら
ざ
る
事
由
に
よ
っ
て
期

間
を
遵
守
し
得
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
が
な
い
限
り
は
、
原
裁
判
所

は
補
正
期
間
の
徒
過
に
よ
っ
て
上
告
を
却
下
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
従

っ
て
、
判
旨
の
結
論
に
は
賛
成
で
き
る
が
、
理
由
づ
け
に
は
賛
成
で

き
な
い
。

　
一
方
、
仮
に
当
事
者
の
責
に
帰
す
べ
か
ら
ざ
る
事
由
に
よ
っ
て
期

間
を
遵
守
し
得
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
九
七

条
一
項
の
類
推
に
よ
り
追
完
を
認
め
る
べ
き
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
前

述
の
如
く
、
実
際
に
提
出
さ
れ
た
「
上
告
理
由
補
正
書
」
の
内
容
が

理
由
書
提
出
期
間
経
過
後
の
新
た
な
主
張
に
他
な
ら
な
い
の
で
許
さ

れ
ず
、
補
正
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
従
っ
て
、

結
論
的
に
は
判
旨
は
妥
当
で
あ
る
と
言
え
る
が
、
理
由
づ
け
に
は
賛

成
で
き
な
い
。

（
1
）
　
本
決
定
に
つ
い
て
は
、
齋
藤
哲
「
上
告
状
お
よ
び
上
告
理
由
書

提
出
期
間
内
に
提
出
さ
れ
た
書
面
が
不
備
な
場
合
に
原
審
裁
判
所
の

執
る
べ
き
措
置
」
法
学
セ
ミ
ナ
i
五
五
七
号
（
二
〇
〇
一
年
五
月
号
）
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一
〇
七
頁
も
参
照
。

（
2
）
　
東
高
決
昭
和
五
八
年
一
〇
月
一
四
日
・
判
時
一
一
〇
一
号
四
七

　頁。

（
3
）
　
竹
下
守
夫
・
青
山
善
充
・
伊
藤
眞
（
編
集
代
表
）
「
研
究
会
新
民

事
訴
訟
法
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
（
一
九
九
九
・
一
］
）
四
一
四
頁
。

（
4
）
　
同
四
一
四
頁
。

（
5
）
　
兼
子
一
『
条
解
民
事
訴
訟
法
・
上
』
弘
文
堂
（
一
九
五
五
年
）
九

　
四
三
・
九
四
四
頁
。

（
6
）
　
鈴
木
正
裕
・
鈴
木
重
勝
編
『
注
釈
民
事
訴
訟
法
（
8
）
』
有
斐
閣

　
（
一
九
九
七
年
）
ご
二
五
頁
［
塩
崎
勤
一
、
斉
藤
秀
夫
編
『
注
解
民
事

訴
訟
法
（
9
）
』
（
第
二
版
）
　
第
一
法
規
（
一
九
九
六
年
）
五
四
九
・
五

　
五
〇
頁
［
小
室
直
人
・
東
孝
行
］
。
菊
井
維
大
・
村
松
俊
夫
『
全
訂

民
事
訴
訟
法
m
』
日
本
評
論
社
（
一
九
九
一
年
）
二
七
五
頁
も
、
①
の

　
よ
う
に
解
す
る
の
が
「
妥
当
な
場
合
も
あ
ろ
う
が
、
原
則
と
し
て
は

記
載
が
民
事
訴
訟
規
則
に
違
背
す
る
と
し
て
」
、
補
正
を
命
ず
る
の

　
を
妥
当
と
し
て
い
る
。

（
7
）
　
兼
子
一
・
松
浦
馨
・
新
堂
幸
司
・
竹
下
守
夫
『
条
解
民
事
訴
訟

法
』
（
新
版
）
弘
文
堂
（
一
九
八
六
年
）
二
一
二
一
頁
。

（
8
）
　
最
小
一
判
昭
和
三
〇
年
三
月
一
〇
日
・
民
集
九
巻
三
号
二
七
三

頁
。

（
9
）
　
大
場
茂
行
「
（
判
批
）
判
解
民
昭
和
三
〇
＝
九
］
」
曹
時
七
巻

　
五
号
六
四
頁
。

（
1
0
）
　
鈴
木
編
『
注
釈
民
事
訴
訟
法
（
8
）
』
（
前
掲
注
6
と
二
二
頁

　
［
塩
崎
］
。

（
n
）
　
「
研
究
会
新
民
事
訴
訟
法
」
（
前
掲
注
3
）
四
〇
〇
頁
以
ド
、
花

　
村
治
郎
〔
判
批
八
］
〕
判
評
三
〇
五
（
判
時
二
一
四
）
号
一
八
六
頁
。

（
1
2
）
東
高
判
昭
和
三
〇
年
一
二
月
二
一
日
・
高
民
八
巻
九
号
六
九
五

頁
、
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
『
条
解
民
事
訴
訟
規
則
』
（
民
事
裁
判

資
料
ニ
ニ
ニ
号
）
四
〇
七
頁
、
菊
井
・
村
松
『
全
訂
民
事
訴
訟
法
皿
』

　
（
前
掲
注
6
）
二
七
五
頁
。

（
1
3
）
菊
井
・
村
松
『
全
訂
民
事
訴
訟
法
m
』
（
前
掲
注
6
）
二
七
五
、

　
二
六
八
頁
、
鈴
木
編
『
注
釈
民
事
訴
訟
法
（
8
）
』
（
前
掲
注
6
ζ
二

〇
頁
［
塩
崎
］
、
兼
子
他
『
条
解
民
事
訴
訟
法
』
（
前
掲
注
7
）
二
一

　
↓
九
頁
。
な
お
、
兼
子
一
『
条
解
民
事
訴
訟
法
・
上
』
（
前
掲
注
5
）

　
九
四
三
・
九
四
四
頁
は
、
こ
の
点
を
理
由
と
し
て
①
の
立
場
を
採
っ

　
て
い
た
。
最
小
一
判
昭
和
四
三
年
五
月
二
日
・
民
集
二
二
巻
五
号
一

　
一
］
○
頁
は
、
上
告
理
由
書
提
出
期
間
経
過
後
に
、
原
判
決
の
事
実

　
認
定
の
基
礎
と
な
っ
た
証
人
が
偽
証
罪
て
起
訴
猶
予
と
な
っ
た
事
案

　
に
お
い
て
、
そ
の
旨
を
主
張
し
た
上
申
書
が
提
出
さ
れ
た
こ
と
を
も

　
っ
て
上
告
理
由
の
追
加
主
張
と
解
し
、
上
告
理
由
書
提
出
期
間
を
右

　
上
申
書
提
出
日
ま
で
伸
長
す
る
旨
を
決
定
し
、
適
法
な
上
告
理
由
と

　
し
て
取
り
上
げ
て
原
判
決
を
破
棄
し
た
が
、
こ
れ
は
再
審
事
由
に
該

当
す
る
と
も
思
わ
れ
る
事
実
を
上
申
し
た
と
い
う
特
殊
な
事
案
で
あ

　
る
た
め
、
こ
れ
を
一
般
化
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
妥
当
で
は
な
い
。

（
1
4
）
伊
藤
眞
『
民
事
訴
訟
法
』
（
補
訂
版
）
有
斐
閣
（
二
〇
〇
〇
年
）
六

　
四
六
頁
。
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（
1
5
）
　
小
室
直
人
・
賀
集
唱
・
松
本
博
之
・
加
藤
新
太
郎
編
「
基
本
法

　
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
・
新
民
事
訴
訟
法
3
」
別
冊
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
五

　
五
号
（
一
九
九
八
年
）
六
七
頁
［
上
野
泰
男
］
。

（
1
6
）
　
最
小
二
決
平
成
一
二
年
七
月
一
四
日
・
判
時
一
七
二
〇
号
一
四

　
七
頁
。

（
1
7
）
　
山
本
克
己
「
最
高
裁
判
所
に
よ
る
上
告
受
理
及
び
最
高
裁
判
所

　
に
対
す
る
許
可
抗
告
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
九
八
号
八
七
・
八
八
頁
参

　
照
。

（
1
8
）
　
検
討
事
項
第
二
の
三
2
（
一
）
九
頁
。

（
1
9
）
　
山
本
（
前
掲
注
1
7
）
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
九
八
号
八
七
・
八
八
頁
参

　
照
。

（
2
0
）
　
中
島
弘
道
『
日
本
民
事
訴
訟
法
第
一
編
』
松
華
堂
（
一
九
三
四

年
）
六
九
五
頁
、
兼
子
他
『
条
解
民
事
訴
訟
法
』
（
前
掲
注
7
）
三
九

　
四
頁
、
斉
藤
編
『
注
解
民
事
訴
訟
法
（
4
）
』
（
第
二
版
）
第
一
法
規

　
（
一
九
九
一
年
）
一
二
六
頁
［
林
屋
礼
二
・
吉
野
孝
義
］
、
竹
下
守

夫
・
伊
藤
眞
編
『
注
釈
民
事
訴
訟
法
（
3
）
』
有
斐
閣
（
一
九
九
三
年
）

　
四
八
五
頁
［
荒
木
隆
男
］
、
三
宅
省
三
・
塩
崎
勤
・
小
林
秀
之
編

　
『
注
解
民
事
訴
訟
法
H
』
青
林
書
院
（
二
〇
〇
〇
年
）
二
九
七
頁
［
中

山
幸
二
］
。

（
2
1
）
　
細
野
長
良
『
民
事
訴
訟
法
要
義
第
三
巻
』
巌
松
堂
（
一
九
三
三

年
）
六
四
頁
、
菊
井
維
大
・
村
松
俊
夫
『
全
訂
民
事
訴
訟
法
1
』
（
補

訂
版
）
日
本
評
論
社
（
一
九
九
三
年
と
〇
三
八
頁
、
同
『
全
訂
民
事

訴
訟
法
㎜
』
（
前
掲
注
6
）
二
六
九
・
二
七
〇
頁
。

（
22
）
　
兼
子
他
『
条
解
民
事
訴
訟
法
』
（
前
掲
注
7
）
三
九
四
頁
、
三
宅

　
編
『
注
解
民
事
訴
訟
法
H
』
（
前
掲
注
2
0
）
二
九
七
頁
［
中
山
］
。

（
2
3
）
　
最
判
昭
和
三
三
年
一
〇
月
］
七
日
・
民
集
二
一
巻
一
四
号
三
］

　
六
一
頁
、
最
決
昭
和
三
五
年
六
月
二
二
日
・
民
集
一
四
巻
八
号
二
二

　
壬
二
頁
、
最
判
昭
和
六
］
年
四
月
二
五
日
・
判
時
一
一
九
三
号
二
二

　
七
頁
、
兼
子
『
条
解
民
事
訴
訟
法
・
上
』
（
前
掲
注
5
）
四
〇
四
頁
、

菊
井
・
村
松
『
全
訂
民
事
訴
訟
法
1
』
（
前
掲
注
2
1
）
】
〇
四
四
頁
。

（
2
4
）
斉
藤
編
『
注
解
民
事
訴
訟
法
（
4
）
』
（
前
掲
注
2
0
）
二
↓
三
頁

　
［
林
屋
・
吉
野
］
、
竹
下
編
『
注
釈
民
事
訴
訟
法
（
3
）
』
（
前
掲
注
2
0
）

　
四
九
五
頁
［
三
谷
忠
之
］
、
三
宅
編
『
注
解
民
事
訴
訟
法
H
』
（
前
掲

注
2
0
）
三
〇
二
頁
［
中
山
］
。

（
2
5
）
斉
藤
編
『
注
解
民
事
訴
訟
法
（
4
）
』
（
前
掲
注
2
0
）
二
二
二
頁

　
［
林
屋
・
吉
野
］
、
竹
下
編
『
注
釈
民
事
訴
訟
法
（
3
）
』
（
前
掲
注
2
0
）

　
四
九
三
－
四
九
五
頁
［
三
谷
］
、
兼
子
他
『
条
解
民
事
訴
訟
法
』
（
前

掲
注
7
）
四
〇
六
頁
、
三
宅
編
『
注
解
民
事
訴
訟
法
H
』
（
前
掲
注

　
2
0
）
三
〇
二
頁
［
中
山
］
Q

（
2
6
）
兼
子
他
『
条
解
民
事
訴
訟
法
』
（
前
掲
注
7
）
四
〇
六
頁
、
三
宅

編
『
注
解
民
事
訴
訟
法
H
』
（
前
掲
注
2
0
）
三
〇
二
頁
［
中
山
］
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
井
ま
な
み
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